
遵　守　事　項　（弁当販売）

５.雨天の場合 □天候等の事由により事前に中止を判断した場合、食材費等の金銭補償はできかねます。

１.食中毒の予防 □食中毒の保険については各出店者で加入をお願い致します。

□弁当販売において必要な、食品や製造に係る各種許可を取得をしていることをご確認の上、ご出店をお願い致します。

４.喫煙の注意 □喫煙される場合は、所定の喫煙場所で必ずお願いします。（電子タバコ含む）

□弁当販売において必要な、包装および表示を遵守した商品を納品してください。
２.販売商品について

６.その他
□遵守事項に違反した場合、出店をお断りせざるを得ないこともあります。

　出店をお断りする場合も、金銭補償はできかねます。

３.納品時の駐車場・車の移動 □後日ご案内致しますので、決められたルール通りに駐車およびご移動をお願いします。


